
金
商
法
違
反
行
為
の

禁
止
・
停
止
を
申
立
て

　

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
金
商

法
」）
１
９
２
条
１
項
は
、「
裁
判
所

は
、
緊
急
の
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、

公
益
及
び
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要

か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大
臣

及
び
財
務
大
臣
の
申
立
て
に
よ
り
、

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
に
違
反
す
る
行
為
を
行
い
、
又

は
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の

行
為
の
禁
止
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る

（
図
表
）。

　

１
９
２
条
申
立
て
の
権
限
は
、
内

閣
総
理
大
臣
か
ら
金
融
庁
長
官
に
委

任
さ
れ
、
金
融
庁
長
官
か
ら
さ
ら
に

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
以
下

「
証
券
監
視
委
」）
に
委
任
さ
れ
て

い
る
（
金
商
法
１
９
４
条
の
７
第
１

項
・
４
項
２
号
）。

申
立
て
は

過
去
最
多
の
５
件

　

初
め
て
申
立
て
が
な
さ
れ
た
２
０

１
０
年
11
月
以
降
、
15
年
２
月
末
ま

で
に
13
件
の
１
９
２
条
申
立
て
が
実

施
さ
れ
、
こ
の
う
ち
14
年
中
に
実
施

さ
れ
た
申
立
て
の
件
数
は
、
10
年
以

降
最
多
の
５
件
と
な
り
、
１
９
２
条

申
立
て
制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
１
９
２
条
申
立
て
は
、
被

申
立
人
（
申
立
て
の
対
象
者
）
の
住

所
地
ま
た
は
違
反
行
為
地
の
地
方
裁

判
所
に
行
う
こ
と
が
で
き
（
金
商
法

１
９
２
条
３
項
）、
証
券
監
視
委
は
、

こ
れ
ま
で
に
東
京
の
み
な
ら
ず
、
大

阪
、
名
古
屋
、
札
幌
な
ど
に
お
い
て

も
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

後
述
の
事
例
２
の
ケ
ー
ス
を
除
い
た

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
か
ら
、

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
は
、
詐
欺
的
な
営
業
を
行
う
無
登
録
業
者
等
に
対
し
て
、
調
査
を
実
施
し
、
法
令
違
反
行

為
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
裁
判
所
に
金
融
商
品
取
引
法
１
９
２
条
に
基
づ
く
当
該
違
反
行
為
の
禁
止
・
停
止
を
命
ず
る

よ
う
に
求
め
る
申
立
て
（
以
下
﹁
１
９
２
条
申
立
て
﹂）
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
１
９
２
条
申
立
て
制
度
の
運

用
が
定
着
し
て
き
た
現
状
を
ふ
ま
え
、
申
立
て
の
実
施
状
況
等
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
本
稿
中
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
は
、
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
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申
立
て
の
内
容
ど
お
り
の
命
令
が
下

さ
れ
て
お
り
、
証
券
監
視
委
は
１
９

２
条
申
立
て
を
適
正
に
実
施
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

無
登
録
業
者
が

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
勧
誘
を

行
う
ケ
ー
ス
が
多
い

　

違
反
行
為
を
類
型
化
し
て
み
る
と
、

過
去
に
１
９
２
条
申
立
て
を
行
っ
た

13
件
の
う
ち
、
①
無
登
録
業
者
（
適

格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
届
出
者

を
除
く
）
が
金
融
商
品
取
引
業
を
行

っ
て
い
る
も
の
が
６
件
、
②
適
格
機

関
投
資
家
等
特
例
業
務
届
出
者
（
以

下
「
特
例
業
務
届
出
者
」
と
い
い
、

無
登
録
業
者
と
あ
わ
せ
て
「
無
登
録

業
者
等
」）
が
無
登
録
で
金
融
商
品

取
引
業
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
２
件
、

③
特
例
業
務
届
出
者
が
特
例
業
務
の

要
件
（
金
商
法
63
条
１
項
各
号
）
を

逸
脱
し
て
金
融
商
品
取
引
業
を
行
っ

て
い
る
も
の
が
２
件
、
④
特
例
業
務

届
出
者
が
虚
偽
告
知
を
行
っ
て
い
る

も
の
が
２
件
、
⑤
無
届
募
集
を
行
っ

て
い
る
も
の
が
１
件
と
な
っ
て
い
る
。

前
記
の
違
反
し
た
金
融
商
品
取
引
業

の
内
容
を
み
る
と
、
ⅰ
株
式
等
の
売

買
、
売
買
の
媒
介
も
し
く
は
代
理
ま

た
は
募
集
も
し
く
は
私
募
の
取
扱
い
、

ⅱ
合
同
会
社
の
社
員
権
ま
た
は
金
商

法
２
条
２
項
５
号
も
し
く
は
６
号
に

規
定
さ
れ
る
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持

分
（
以
下
「
フ
ァ
ン
ド
」）
の
募
集

ま
た
は
私
募
の
取
扱
い
、
ⅲ
（
特
例

業
務
の
要
件
を
逸
脱
し
た
）
フ
ァ
ン

ド
の
募
集
も
し
く
は
私
募
ま
た
は
運

用
、
ⅳ
投
資
一
任
契
約
の
締
結
の
媒

介
、
ⅴ
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
く
運

用
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
違
反
行
為
者
の
属
性
な
ど

を
み
る
と
、
過
去
13
件
か
ら
、
前
記

⑤
無
届
募
集
を
行
っ
た
案
件
を
除
い

た
12
件
の
う
ち
、
無
登
録
業
者
に
よ

る
も
の
が
６
件
、
特
例
業
務
届
出
者

に
よ
る
も
の
が
６
件
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
１
９
２
条
申
立
て
に
お
い

て
は
、
業
者
で
あ
る
法
人
の
ほ
か
、

違
反
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
個
人
も
被
申
立
人
と
な
り
う
る

が
、
実
際
に
被
申
立
人
と
な
っ
た
個

人
は
累
計
21
名
に
お
よ
び
、
代
表
取

締
役
（
代
表
清
算
人
を
含
む
）
が
11

名
、
取
締
役
が
１
名
、
従
業
員
が
３

名
、
使
用
人
が
１
名
、
関
係
者
が
５

名
と
な
っ
て
い
る
。

主
要
な
事
例
の
概
要

お
よ
び
特
徴

　

以
下
で
は
、
比
較
的
最
近
の
事
例
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〔図表〕 金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立て

裁判所

３．審問

証券取引等監視委員会

４．禁止・停止命令２．禁止・停止命令の申立て

１．証券監視委等による調査 違反行為者

金商法改正（2008年12月施行）に
より、証券監視委に権限が委任

金商法改正（10年６月施行）により、
禁止・停止命令違反の罰則が強化
（法人に対する罰則規定の制定）



と
し
て
六
つ
を
紹
介
す
る
。
な
お
、

違
反
行
為
の
具
体
的
態
様
、
出
資
者

数
お
よ
び
出
資
金
額
、
そ
の
他
の
事

例
等
に
つ
い
て
は
、
証
券
監
視
委
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w.fsa.go. 

jp
/sesc/action

s/m
ou

sh
itate.

htm

）
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

■
事
例
１
（
13
年
11
月
12
日
申
立

て
）
～
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
利
用
し
た

無
登
録
業
者
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
の
取

得
勧
誘
案
件

　

証
券
監
視
委
は
、
当
社
（
無
登
録

業
者
）
が
、
関
連
会
社
で
あ
る
外
国

法
人
を
運
用
主
体
と
す
る
海
外
フ
ァ

ン
ド
の
取
得
勧
誘
を
行
っ
て
い
た
と

し
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
フ
ァ
ン
ド

の
募
集
ま
た
は
私
募
の
取
扱
い
の
禁

止
・
停
止
を
命
ず
る
よ
う
申
立
て
を

行
っ
た
。

　

本
件
は
、
延
べ
５
０
０
０
名
を
超

え
る
一
般
投
資
家
が
約
１
５
０
億
円

を
出
資
し
た
大
規
模
事
案
で
あ
る
と

こ
ろ
、
大
規
模
化
し
た
要
因
の
一
つ

と
し
て
、
当
社
が
自
社
の
社
員
で
は

な
い
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ

る
個
人
ま
た
は
法
人
を
利
用
し
て
取

得
勧
誘
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
い
た

点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
証
券
監
視
委
は
、

「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
の
果
た
し
た
役

割
等
を
考
慮
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、

当
該
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
に
よ
る
取

得
勧
誘
も
禁
止
・
停
止
の
対
象
と
し

た
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
証
券
監
視
委
は
、
国
内
に

お
け
る
取
得
勧
誘
行
為
の
主
体
が
当

社
で
あ
っ
た
と
い
う
点
な
ど
に
着
目

し
、
違
反
行
為
の
主
体
に
つ
い
て
、

海
外
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
主
体
で
あ
る

外
国
法
人
で
は
な
く
当
社
と
認
定
し

た
も
の
で
あ
る
。

■
事
例
２
（
14
年
１
月
10
日
申
立

て
）
～
特
例
業
務
届
出
者
に
よ
る
フ

ァ
ン
ド
の
取
得
勧
誘
・
運
用
案
件

　

証
券
監
視
委
は
、当
社（
特
例
業
務

届
出
者
）が
、特
例
業
務
の
要
件
を
逸

脱
し
て
、
出
資
対
象
事
業
が
同
一
で

あ
る
複
数
の
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
勧
誘

お
よ
び
運
用
を
行
っ
た
と
し
て
、
裁

判
所
に
対
し
、
フ
ァ
ン
ド
の
募
集
ま

た
は
私
募
お
よ
び
運
用
の
禁
止
・
停

止
を
命
ず
る
よ
う
申
立
て
を
行
っ
た
。

　

特
例
業
務
の
私
募
の
要
件
（
金
商

法
63
条
１
項
１
号
）
と
し
て
、
６
カ

月
以
内
に
権
利
を
取
得
さ
せ
た
一
般

投
資
家
は
通
算
49
名
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
特
例
業
務
の
運

用
の
要
件
（
同
項
２
号
）
と
し
て
、

一
般
投
資
家
の
人
数
は
49
名
以
下
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
当
社

は
、
同
要
件
を
逸
脱
し
た
フ
ァ
ン
ド

の
取
得
勧
誘
お
よ
び
運
用
を
行
っ
た

こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
無
登
録
で
金

商
業
を
行
っ
た
者
に
該
当
す
る
と
認

定
さ
れ
た
。

　

本
件
で
は
、
当
社
が
、
証
券
監
視

委
に
よ
る
申
立
て
後
、
自
ら
債
務
者

と
し
て
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て

を
行
い
、
裁
判
所
か
ら
破
産
手
続
開

始
決
定
が
発
令
さ
れ
た
と
い
う
経
緯

が
あ
る
。
証
券
監
視
委
は
、
前
記
決

定
後
に
当
社
財
産
の
管
理
処
分
権
が

裁
判
所
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
破
産

管
財
人
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、

金
融
商
品
取
引
法
違
反
行
為
が
継
続

す
る
お
そ
れ
は
な
い
も
の
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
や
、
今
後
は
、
裁
判
所
の

監
督
下
で
、
破
産
管
財
人
に
よ
っ
て
、

当
社
財
産
の
適
正
か
つ
公
平
な
清
算

が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど

を
考
慮
し
、
１
９
２
条
申
立
て
を
取

り
下
げ
た
。
１
９
２
条
申
立
て
が
、

当
社
に
よ
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立

て
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
同
手
続
に

お
け
る
運
用
財
産
等
の
保
全
に
つ
な

が
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

■
事
例
３
（
14
年
７
月
３
日
申
立

て
）
～
代
理
店
を
利
用
し
た
無
登
録

業
者
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
勧
誘

案
件

　

証
券
監
視
委
は
、
当
社
（
無
登
録

業
者
）
が
、
海
外
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る

積
立
型
金
融
商
品
の
取
得
勧
誘
を
行

っ
て
い
た
と
し
て
、
裁
判
所
に
対
し
、

フ
ァ
ン
ド
の
募
集
ま
た
は
私
募
の
取

扱
い
の
禁
止
・
停
止
を
命
ず
る
よ
う

申
立
て
を
行
っ
た
。

　

本
件
は
、
当
社
代
表
取
締
役
Ａ
、

当
社
関
係
者
Ｂ
お
よ
び
同
Ｃ
が
、
長

期
間
に
わ
た
り
、
当
社
や
金
融
商
品

取
引
業
者
で
あ
る
Ｄ
社
を
含
む
複
数

の
法
人
を
主
体
と
し
て
、
海
外
フ
ァ

ン
ド
等
の
取
得
勧
誘
を
継
続
し
、
延

べ
５
０
０
０
名
を
超
え
る
一
般
投
資

家
に
約
１
５
０
億
円
を
出
資
さ
せ
た

大
規
模
事
案
で
あ
り
、
当
社
は
、
前

記
の
事
例
１
に
お
け
る
「
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
」
と
同
様
の
役
割
を
担
う
「
無

登
録
代
理
店
」
を
利
用
し
て
取
得
勧

誘
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
て
い
た
。

　

証
券
監
視
委
は
、
当
該
「
無
登
録

代
理
店
」
に
よ
る
取
得
勧
誘
も
禁
止

・
停
止
の
対
象
と
し
て
い
る
ほ
か
、

当
社
の
み
な
ら
ず
Ａ
、
Ｂ
お
よ
び
Ｃ

の
各
個
人
に
対
し
て
も
１
９
２
条
申

立
て
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
金
融

商
品
取
引
業
者
で
あ
る
Ｄ
社
の
代
表

取
締
役
を
務
め
る
Ｃ
も
申
立
対
象
と

な
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
な

お
、
Ｄ
社
に
つ
い
て
は
、
前
記
行
為

の
ほ
か
、
無
登
録
業
者
に
対
す
る
名
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義
貸
し
を
行
う
な
ど
の
問
題
点
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
証
券
監
視
委

は
、
行
政
処
分
を
求
め
る
勧
告
を
行

い
、
登
録
取
消
等
の
行
政
処
分
が
行

わ
れ
た
。

■
事
例
４
（
14
年
８
月
６
日
申
立

て
）
～
無
登
録
業
者
に
よ
る
ラ
ッ
プ

口
座
の
開
設
勧
誘
等
案
件 

　

証
券
監
視
委
は
、
当
社
（
無
登
録

業
者
）
が
、
関
連
会
社
で
あ
る
外
国

法
人
を
運
用
主
体
と
す
る
ラ
ッ
プ
口

座
の
開
設
の
勧
誘
や
海
外
フ
ァ
ン
ド

等
の
取
得
勧
誘
を
行
っ
た
と
し
て
、

裁
判
所
に
対
し
、
投
資
一
任
契
約
の

締
結
の
媒
介
お
よ
び
海
外
フ
ァ
ン
ド

等
の
募
集
ま
た
は
私
募
の
取
扱
い
の

禁
止
・
停
止
を
命
ず
る
よ
う
申
立
て

を
行
っ
た
。

　

本
件
も
前
記
の
事
例
１
お
よ
び
事

例
３
と
同
様
の
大
規
模
事
案
で
あ
り
、

一
般
投
資
家
の
人
数
や
出
資
額
が
拡

大
し
た
要
因
と
し
て
は
、
当
社
が
全

国
各
地
で
「
資
産
運
用
セ
ミ
ナ
ー
」

と
称
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
頻
繁
に
開
催

し
て
参
加
者
に
対
し
、
取
得
勧
誘
を

行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
既
存
顧
客
に

対
し
て
一
般
投
資
家
を
当
社
に
案
内

す
る
よ
う
委
託
し
て
い
た
こ
と
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
形
式
で

投
資
に
興
味
の
あ
る
者
に
対
し
て
投

資
情
報
を
提
供
す
る
行
為
は
、
た
だ

ち
に
は
金
商
法
上
登
録
が
必
要
と
さ

れ
る
勧
誘
行
為
に
は
該
当
し
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
セ
ミ
ナ
ー
形
式
で
あ

っ
て
も
出
資
の
見
込
み
の
あ
る
者
を

対
象
と
し
て
金
融
取
引
へ
の
誘
引
を

目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
勧
誘
行
為
は
、

金
商
法
に
抵
触
す
る
。
セ
ミ
ナ
ー
に

参
加
し
て
い
る
う
ち
に
気
が
つ
く
と

無
登
録
業
者
等
の
勧
誘
す
る
フ
ァ
ン

ド
に
投
資
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
い

う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
今
後
も
無

登
録
業
者
等
の
営
業
実
態
に
つ
い
て

広
く
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
本
件
で
は
、
違
反
行
為
と

し
て
初
め
て
投
資
一
任
契
約
の
締
結

の
媒
介
を
問
題
に
し
た
と
い
う
点
も

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

■
事
例
５
（
14
年
９
月
12
日
申
立

て
）
～
清
算
中
の
無
登
録
業
者
に
よ

る
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
勧
誘
案
件

　

証
券
監
視
委
は
、
当
社
（
無
登
録

業
者
）
が
、
関
連
会
社
で
あ
る
外
国

法
人
を
運
用
主
体
と
す
る
海
外
フ
ァ

ン
ド
等
の
取
得
勧
誘
を
行
っ
て
い
た

と
し
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
フ
ァ
ン

ド
の
募
集
ま
た
は
私
募
の
取
扱
い
の

禁
止
・
停
止
を
命
ず
る
よ
う
申
立
て

を
行
っ
た
。

　

本
件
は
、
当
社
が
す
で
に
解
散
し

て
清
算
中
で
あ
っ
た
が
、
証
券
監
視

委
は
、
当
社
が
解
散
決
議
の
登
記
後

も
海
外
フ
ァ
ン
ド
等
の
取
得
勧
誘
を

継
続
し
て
行
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を

考
慮
し
、
清
算
中
の
会
社
お
よ
び
代

表
清
算
人
を
申
立
対
象
と
し
た
と
い

う
点
に
特
徴
が
あ
る
。

■
事
例
６
（
15
年
１
月
14
日
申
立

て
）
～
無
登
録
業
者
の
外
国
法
人
に

よ
る
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
く
運
用

案
件

　

証
券
監
視
委
は
、
当
社
（
無
登
録

業
者
）
が
、
一
般
投
資
家
と
の
間
で

投
資
一
任
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契

約
に
基
づ
き
運
用
を
行
っ
て
い
た
と

し
て
、
裁
判
所
に
対
し
、
投
資
一
任

契
約
に
基
づ
く
運
用
の
禁
止
・
停
止

を
命
ず
る
よ
う
申
立
て
を
行
っ
た
。

　

本
件
は
、
外
国
法
人
に
対
し
て
１

９
２
条
申
立
て
を
行
っ
た
初
め
て
の

事
案
で
あ
る
。
外
国
法
人
と
い
え
ど

も
日
本
国
内
に
居
住
す
る
一
般
投
資

家
を
対
象
と
し
て
、
投
資
一
任
契
約

に
基
づ
く
運
用
を
行
う
場
合
に
は
金

商
法
が
適
用
さ
れ
、
同
行
為
は
内
閣

総
理
大
臣
の
登
録
が
必
要
な
金
融
商

品
取
引
業
（
業
務
の
種
別
は
投
資
運

用
業
）
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い

た
が
、
投
資
家
の
間
で
は
、
外
国
法

人
に
つ
い
て
は
無
登
録
の
営
業
も
許

さ
れ
る
と
の
誤
解
も
少
な
か
ら
ず
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
件
は
、
裁
判

所
の
決
定
で
外
国
法
人
に
対
す
る
無

登
録
営
業
の
差
止
め
が
認
め
ら
れ
た

と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

　

な
お
、
本
件
で
は
、
違
反
行
為
と

し
て
初
め
て
投
資
一
任
契
約
に
基
づ

く
運
用
を
問
題
と
し
た
と
い
う
点
も

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

申
立
て
の
適
切
か
つ

迅
速
な
活
用
を
目
指
す

　

無
登
録
業
者
等
は
、
一
般
投
資
家

に
対
す
る
取
得
勧
誘
等
を
大
規
模
に

行
っ
て
お
り
、
そ
の
手
口
・
態
様
は

徐
々
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

証
券
監
視
委
と
し
て
は
、
引
き
続
き

１
９
２
条
申
立
て
に
係
る
調
査
の
権

限
を
適
切
に
活
用
し
、
無
登
録
業
者

等
に
よ
る
行
為
の
実
態
を
解
明
し
た

う
え
で
、
違
反
行
為
の
内
容
や
申
立

対
象
者
を
適
正
に
判
断
し
、
迅
速
に

１
９
２
条
申
立
て
を
行
っ
て
い
く
考

え
で
あ
る
。

　

今
後
も
、
金
融
庁
・
財
務
局
等
の

監
督
部
局
、
捜
査
当
局
等
の
関
係
機

関
と
の
連
携
を
よ
り
強
化
し
、
公
益

お
よ
び
投
資
者
保
護
の
観
点
か
ら
無

登
録
業
者
等
の
違
反
行
為
に
厳
正
に

対
処
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 

◇
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